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経営革新計画の策定支援について
～中小企業の皆さまの経営革新（新たな取り組み）を支援します～

本頁について、組合員の皆さまへ周知していただきますようお願い申し上げます。

　千葉県中小企業団体中央会　経営支援部では、国等の中小企業施策を活用し、組合等連携組織に集う
中小企業が “自社の課題 ”に挑戦する “高い志 ” を積極的に支援しております。
　特に、「経営革新」による経営力強化、更なる成長への活路を見出すための事業化への取り組みに対し
ては、中小企業の新事業活動促進支援制度であります「経営革新計画（ビジネスプラン）」の策定による
伴走支援を行っており、経営課題の整理や対応策の明確化、資金調達環境の整備等にお役立ていただい
ています。
　お客様からのニーズや企業ごとの課題に対して、“強み ” を活かして新たな事業を実施し、新規顧客を
創造するため、そして競合と比較優位になり得る取り組みを行うために、サポートをさせて頂いており
ます。本支援は、経営課題の解決に最適な専門家派遣を無料で活用できるなど（※１社３回まで無料）、
組合員の経営力強化を図る上で大変有用な手段となっております。この機会にぜひご活用をお勧め申し
上げます。

【お願い】経営革新に関するニーズを是非お知らせ下さい（下記の質問にお答えの上、ＦＡＸにてお送り
下さい。お電話でのご連絡もお待ちしております）。
※�貴社の情報及びご回答内容は本事業以外に利用することはありません。また、許可なく第三者に情報
を公開することはありません。

Ｑ１．�貴社では、経営革新（新事業展開、新商品・新役務の開発・提供、設備投資による生産性向上、
売上増のための独自の工夫・新たな試み等）に取り組む予定やお考えがありますか。

� � □はい� � � □いいえ� � � □検討中

Ｑ２．�Ｑ１．で『はい』とお答えした方にお聞き致します。新たな取り組みの内容は以下のどれに分類
されますか。Ａ～Ｄの中からお選びください（複数回答可）。

� � Ａ．新事業展開�� Ｂ．新商品・新役務の開発・提供
� � Ｃ．設備投資� � Ｄ．業績向上に向けた自社独自の工夫等

Ｑ３．�Ｑ１．で『検討中』とお答えした方にお聞きします。現行事業で抱えている問題点（現状
　　　と目標（あるべき姿）との差異）、或いは、その問題を解決するための課題は何ですか。
　　　そうした問題や課題の解決策として、新たに実施したい事業アイディア等をお持ちですか。
①現在の問題点・課題

②上記①の解決策（新規顧客の創造・獲得に向けた取り組み）
　※貴社の情報についてご記載ください。後日ご連絡させていただきます。

◎問合せ　千葉県中小企業団体中央会�経営支援部　　TEL：043-306-3282��FAX：043-227-0566

≪経営革新ニーズ調査票≫　千葉県中小企業団体中央会　経営支援部 行　FAX:043-227-0566

貴社名 所属組合
（業種：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者名

フリガナ

記入者名

フリガナ

（役職：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご連絡先 TEL FAX

メールアドレス

ご　案　内
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　個別専門指導事業とは？
　地域経済の活性化のため、県内経済の重要な担い手である中小企業の経営革新と中小企業組合等
の連携組織の活性化を支援するために、県内に主たる事務所のある組合、連携組織及びこれらの構
成員企業が抱えている問題点に対して専門家が相談に応じます。

■支援対象
　千葉県内に主たる事務所のある組合、連携組織及びそれらの構成員企業。

■支援方法
　組合等が直面している課題の解決を図るため、本会が委嘱した専門家及び中央会指導員を、組合
等の要請に基づいて派遣し、必要な支援相談を行います。
　（相談内容や予算の執行状況等により、事業実施の可否について検討させていただく場合がござい
ますので、事前に本会までご相談ください。）

■対象となる支援内容例
　①�組合運営及び共同事業におけるＩＴ活用�
　②�組合運営等に関する法律事項
　③�会計・税務処理
　④�工業所有権（特許・実用新案・商標・意匠）
　⑤�製品開発、技術開発、改善手法
　⑥�組織金融
　⑦�組織運営全般
　⑧�新規共同事業の開発
　⑨�社会保険、労務改善、就業規則
　⑩�団体・企業のＣＩ
　⑪�システム構築
　⑫�その他経営管理全般
　※専門家謝金・旅費等の経費は本会が負担します。

■委嘱する専門家
　①�学識経験者
　②�弁護士
　③�弁理士
　④�公認会計士
　⑤�税理士
　⑥�技術士
　⑦�中小企業診断士
　⑧�社会保険労務士
　⑨�システムエンジニア等情報処理技術者

◎お問合せは、本会工業連携支援部（℡�０４３－３０６－２４２７）まで

個別専門指導事業のご案内
～組合や組合構成員企業が直面している課題の解決を図ります～

会員組合の問題点に対して専門家が相談に応じます！！

千葉県
中小企業団体
中央会

中央会が専門家相談員と指導員を
派遣し各種専門相談を伺います。

資　金

情　報

技　術人　材
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